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本
の
政
府
債
務
（
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ

〈
国
内
総
生
産
〉
比
）
は
２

０
０
％
を
超
え
、
先
進
国
中

で
最
悪
の
水
準
だ
。
60
歳
以
上
の
世
代

と
将
来
世
代
（
０
〜
19
歳
を
含
む
）
の

「
世
代
間
格
差
」
の
大
き
さ
を
示
す
も

の
と
し
て
「
世
代
会
計
」
が
あ
る
。

　
こ
れ
は
、「
国
民
が
生
涯
を
通
じ
て
、

政
府
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
の
負
担
を
し
、

政
府
か
ら
ど
れ
だ
け
の
受
益
を
得
る

か
」
を
推
計
す
る
手
法
だ
。「
40
代
」
な

ど
と
世
代
ご
と
に
、
そ
の
生
涯
の
受
益

（
年
金
、
医
療
・
介
護
と
い
っ
た
政
府

の
公
共
サ
ー
ビ
ス
か
ら
得
ら
れ
る
も

の
）
と
負
担
（
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
供
給

す
る
の
に
必
要
な
税
金
・
保
険
料
と
い

っ
た
も
の
）
を
推
計
し
て
、
純
受
益

（
＝
受
益
－
負
担
）
を
試
算
す
る
。

　
内
閣
府
「
２
０
０
５
年
度
版
・
年
次

経
済
財
政
報
告
」
の
付
注
を
参
考
に
、

筆
者
が
試
算
し
た
と
こ
ろ
、
60
歳
以
上

の
世
代
と
将
来
世
代
と
の
世
代
間
格
差

は
約
１
億
２
０
０
０
万
円
に
達
す
る
。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
生
涯
賃
金
を
２
億
円

と
す
れ
ば
、
６
割
に
相
当
す
る
。
世
代

会
計
の
提
唱
者
で
あ
る
米
ボ
ス
ト
ン
大

学
の
コ
ト
リ
コ
フ
教
授
は
「
財
政
的
幼

児
虐
待
」
と
呼
び
、
そ
の
改
善
を
訴
え

て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
中
、
安
倍
首
相
は
、「
リ

ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
よ
う
な
こ
と
が
起

こ
ら
な
い
か
ぎ
り
、
増
税
を
予
定
通
り

行
う
」
と
し
て
い
た
が
、
17
年
４
月
の

消
費
税
率
引
き
上
げ
の
再
延
期
を
発
表

し
た
。
延
期
幅
は
、
19
年
10
月
ま
で
の

２
年
半
と
い
う
。

　
世
代
会
計
で
見
る
と
、
17
年
４
月
に

増
税
を
行
っ
た
場
合
、
将
来
世
代
は
８

２
２
１
万
円
の
負
担
超
過
、
60
歳
以
上

の
世
代
は
３
９
８
２
万
円
の
受
益
超
過

で
あ
っ
た
が
、
税
率
を
据
え
置
い
て
19

年
10
月
に
増
税
を
行
っ
た
場
合
に
は
、

将
来
世
代
の
負
担
超
過
は
８
２
６
５
万

円
に
拡
大
、
60
歳
以
上
の
世
代
の
受
益

超
過
は
３
９
９
０
万
円
に
拡
大
す
る
。

つ
ま
り
、
今
回
の
増
税
再
延
期
に
よ
り
、

将
来
世
代
１
人
当
た
り
で
見
れ
ば
、
約

44
万
円
も
損
が
拡
大
す
る
。

　
安
倍
首
相
は
、
19
年
10
月
に
確
実
に

消
費
税
率
を
10
％
に
引
き
上
げ
る
と
し

て
い
る
が
、
こ
れ
以
上
の
延
期
は
、
将

来
世
代
に
ツ
ケ
を
先
送
り
し
、
負
担
を

増
や
す
だ
け
だ
。
20
年
度
ま
で
に
、
国

と
地
方
を
合
わ
せ
た
基
礎
的
財
政
収
支

を
黒
字
化
す
る
と
い
う
従
来
の
財
政
再

建
目
標
を
堅
持
し
、
将
来
世
代
の
利
益

を
視
野
に
入
れ
た
財
政
再
建
の
道
筋
を

早
急
に
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。
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消費税率の10％への引き上げを、2017年4月
から19年10月に再延期した場合

将来世代（0〜19歳を含む）の
1人当たり負担超過額

44万円

日


